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○
環
境
省
告
示
第
七
十
二
号

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
五
号
）

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
処
理
基
本
計
画
（
平
成
十
五
年
四
月
環
境
省
告
示

第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
日

環
境
大
臣

小
沢

鋭
仁

第
１
章
第
１
節
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ま
た

ポ
リ

塩
化

ビ
フ

ェ
ニ

ル
廃

棄
物

の
う

ち
電

気
機

器
又

は
Ｏ

Ｆ
ケ

ー
ブ

ル

（以
下

「電
気

機
器

等

」と
、

、

い
う

）
（ポ

リ
塩

化
ビ

フ
ェ

ニ
ル

を
絶

縁
材

料
と

し
て

使
用

し
た

電
気

機
器

等
を

除
く

）に
使

用
さ

れ
た

絶
。

。

縁
油

で
あ

っ
て

微
量

の
ポ

リ
塩

化
ビ

フ
ェ

ニ
ル

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た
も

の
又

は
当

該
絶

縁
油

が
塗

布
さ

れ
、

、

染
み

込
み

付
着

し
若

し
く

は
封

入
さ

れ
た

も
の

が
廃

棄
物

と
な

っ
た

も
の

（以
下

「微
量

ポ
リ

塩
化

ビ
フ

ェ
、

、

ニ
ル

汚
染

廃
電

気
機

器
等

」と
い

う

）が
存

在
し

使
用

中
の

も
の

も
含

め
た

量
は

柱
上

ト
ラ

ン
ス

以
外

の
。

、
、

電
気

機
器

が
約

1
2
0
万

台
柱

上
ト

ラ
ン

ス
が

約
3
3
0
万

台
Ｏ

Ｆ
ケ

ー

ブ
ル

が
約

1
,
4
0
0
k
m
で

あ
る

と
推

計
さ

れ
て

、
、

い
る

。

第
１
章
第
２
節
２
中
「低

圧
ト

ラ
ン

ス
低

圧
コ

ン
デ

ン
サ

」
を
「ポ

リ
塩

化
ビ

フ
ェ

ニ
ル

を
使

用
し

た
低

圧
ト

ラ
、

ン
ス

及
び

低
圧

コ
ン

デ
ン

サ

」
に
、
「安

定
器

等

」
を
「安

定
器

そ
の

他
こ

れ
ら

と
同

程
度

」
に
、
「及

び
感

圧
複

写
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紙
」
を
「

感
圧

複
写

紙

」
に
改
め
、
「
（以

下

「汚
染

物
等

」と
い

う

）
」
の
次
に
「並

び
に

微
量

ポ
リ

塩
化

ビ
、

。

フ
ェ

ニ
ル

汚
染

廃
電

気
機

器
等

」
を
加
え
る
。

第
２
章
第
５
節
１
中
「高

圧
ト

ラ
ン

ス
等

」
の
次
に
「及

び
汚

染
物

等

」
を
加
え
、
「

こ
れ

ら
の

機
器

が
大

型
で

、

あ
っ

て

」
を
削
り
、
同
節
２
中
「高

圧
ト

ラ
ン

ス
及

び
コ

ン
デ

ン
サ

が
廃

棄
物

と
な

っ
た

」
を
削
り
、
「必

要
と

な
る

ポ
リ

塩
化

ビ
フ

ェ
ニ

ル
廃

棄
物

」
を
「必

要
と

な
る

高
圧

ト
ラ

ン
ス

等
及

び
汚

染
物

等

」
に
改
め
、
同
節
を
同
章
第
６

節
と
し
、
同
章
第
４
節
を
同
章
第
５
節
と
し
、
同
章
第
３
節
２

中
「高

圧
ト

ラ
ン

ス
等

」
の
次
に
「及

び
汚

染
物

等

(3)

」
を
加
え
、
同
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
４

節
微

量
ポ

リ
塩

化
ビ

フ
ェ

ニ
ル

汚
染

廃
電

気
機

器
等

の
処

理
の

推
進

微
量

ポ
リ

塩
化

ビ
フ

ェ
ニ

ル
汚

染
廃

電
気

機
器

等
に

つ
い

て
は

日
本

環
境

安
全

事
業

株
式

会
社

に
お

け
る

処
、

理
対

象
と

な
っ

て
お

ら
ず

次
の

と
お

り
処

理
体

制
の

整
備

等
を

図
る

こ
と

に
よ

り
安

全
か

つ
効

率
的

な
処

、
、

、

理
を

推
進

す
る

こ
と

と
す

る
。

１
処

理
体

制
の

整
備

微
量

ポ
リ

塩
化

ビ
フ

ェ
ニ

ル
汚

染
廃

電
気

機
器

等
に

つ
い

て
は

廃
棄

物
処

理
法

第
1
4
条

の
４

又
は

第
1
5
条

、

に
基

づ
き

都
道

府
県

知
事

が
特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

処
理

業
の

許
可

又
は

産
業

廃
棄

物
処

理
施

設
の

設
置

の
許

可
を

行
う

こ
と

に
加

え
て

同
法

第
1
5
条

の
４

の
４

に
基

づ
き

環
境

大
臣

が
微

量
ポ

リ
塩

化
ビ

フ
ェ

ニ
ル

汚
染

、

廃
電

気
機

器
等

の
処

理
業

者
に

つ
い

て
無

害
化

処
理

の
認

定
を

行
う

こ
と

に
よ

り
処

理
体

制
の

整
備

を
図

る
、
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こ
と

と
す

る
。

ま
た

国
は

処
理

施
設

の
円

滑
な

整
備

微
量

ポ
リ

塩
化

ビ
フ

ェ
ニ

ル
汚

染
廃

電
気

機
器

等
の

無
害

化
処

、
、

、

理
技

術
の

評
価

及
び

微
量

の
ポ

リ
塩

化
ビ

フ
ェ

ニ
ル

の
混

入
状

況
の

確
認

に
対

す
る

支
援

を
行

う
こ

と
と

す
る

。

２
測

定
方

法
の

確
立

微
量

ポ
リ

塩
化

ビ
フ

ェ
ニ

ル
汚

染
廃

電
気

機
器

等
の

安
全

か
つ

効
率

的
な

処
理

を
推

進
す

る
た

め
国

は
、

、

絶
縁

油
中

の
ポ

リ
塩

化
ビ

フ
ェ

ニ
ル

を
短

時
間

に
か

つ
低

廉
な

費
用

で
測

定
で

き
る

方
法

の
確

立
を

図
る

こ
と

と
す

る
。

３
微

量
ポ

リ
塩

化
ビ

フ
ェ

ニ
ル

汚
染

廃
電

気
機

器
等

に
関

す
る

情
報

提
供

等

電
気

機
器

等
を

製
造

し
た

者
及

び
社

団
法

人
日

本
電

機
工

業
会

（昭
和

2
9
年

３
月

1
6
日

に
社

団
法

人
日

本
電

機
工

業
会

と
い

う
名

称
で

設
立

さ
れ

た
法

人
を

い
う

以
下

同
じ

）

社
団

法
人

日
本

電
線

工
業

会

（昭
和

。
。

、

3
2
年

７
月

６
日

に
社

団
法

人
日

本
電

線
工

業
会

と
い

う
名

称
で

設
立

さ
れ

た
法

人
を

い
う

以
下

同
じ

）等
。

。

の
関

係
団

体
は

電
気

機
器

等
を

使
用

し
て

い
る

事
業

者
に

対
し

て
ポ

リ
塩

化
ビ

フ
ェ

ニ
ル

汚
染

の
可

能
性

、
、

に
関

す
る

情
報

提
供

を
引

き
続

き
行

う
も

の
と

す
る

。

微
量

の
ポ

リ
塩

化
ビ

フ
ェ

ニ
ル

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た
又

は
そ

の
可

能
性

が
あ

る
電

気
機

器
等

を
使

用
し

て

い
る

事
業

者
は

そ
の

使
用

を
終

え
電

気
工

作
物

を
廃

止
し

た
場

合
に

は
電

気
機

器
等

を
製

造
し

た
者

及
、

、
、
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び
社

団
法

人
日

本
電

機
工

業
会

社
団

法
人

日
本

電
線

工
業

会
等

の
関

係
団

体
か

ら
提

供
さ

れ
る

ポ
リ

塩
化

ビ
、

フ
ェ

ニ
ル

混
入

の
可

能
性

に
関

す
る

情
報

に
注

意
す

る
と

と
も

に
必

要
に

応
じ

て
当

該
電

気
機

器
等

を
製

、
、

造
し

た
者

に
対

し
て

ポ
リ

塩
化

ビ
フ

ェ
ニ

ル
混

入
の

可
能

性
の

有
無

に
つ

い
て

確
認

す
る

も
の

と
す

る
ま

、
。

た
当

該
電

気
機

器
を

製
造

し
た

者
か

ら
の

情
報

に
よ

り
当

該
電

気
機

器
等

に
ポ

リ
塩

化
ビ

フ
ェ

ニ
ル

汚
染

、
、

の
可

能
性

が
あ

る
場

合
に

は
速

や
か

に
絶

縁
油

中
の

ポ
リ

塩
化

ビ
フ

ェ
ニ

ル
の

濃
度

を
測

定
す

る
等

の
適

切
、

な
方

法
に

よ
り

ポ
リ

塩
化

ビ
フ

ェ
ニ

ル
に

よ
り

汚
染

さ
れ

て
い

る
か

ど
う

か
を

確
認

す
る

も
の

と
す

る
、

。

電
気

機
器

等
が

廃
棄

物
と

な
っ

た
も

の

（以
下

「廃
電

気
機

器
等

」と
い

う

）に
係

る
産

業
廃

棄
物

処
理

。

業
者

は
微

量
ポ

リ
塩

化
ビ

フ
ェ

ニ
ル

汚
染

廃
電

気
機

器
等

を
誤

っ
て

処
分

し
な

い
よ

う
国

都
道

府
県

市
、

、
、

及
び

電
気

機
器

等
を

製
造

し
た

者
か

ら
提

供
さ

れ
る

情
報

に
注

意
し

必
要

に
応

じ
排

出
事

業
者

に
対

し
て

ポ
、

リ
塩

化
ビ

フ
ェ

ニ
ル

に
よ

り
汚

染
さ

れ
て

い
る

か
ど

う
か

を
確

認
す

る
な

ど
の

必
要

な
措

置
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

都
道

府
県

市
は

電
気

機
器

等
を

使
用

し
て

い
る

事
業

者
及

び
廃

電
気

機
器

等
の

保
管

事
業

者
並

び
に

廃
電

、

気
機

器
等

に
係

る
産

業
廃

棄
物

処
理

業
者

に
対

し
て

微
量

ポ
リ

塩
化

ビ
フ

ェ
ニ

ル
汚

染
廃

電
気

機
器

等
が

不
、

適
正

に
保

管
及

び
処

理
さ

れ
る

こ
と

が
な

い
よ

う
情

報
提

供
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。

第
３
章
中
第
３
節
１
を
削
り
、
同
節
２
を
同
節
１
と
し
、
同
節
３
を
同
節
２
と
す
る
。


